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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

公 安 委 員 会 規 則

○鹿児島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則（※） （交通企画課取扱い）１

鹿児島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年12月５日

鹿児島県公安委員会委員長 鑪野孝清

鹿児島県公安委員会規則第34号

鹿児島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

鹿児島県道路交通法施行細則（昭和53年鹿児島県公安委員会規則第16号）の一部を次のよう

に改正する。

第８条中第11項を第12項とし，第10項を第11項とし，第９項を第10項とし，同条第８項に次

のただし書を加え，同項を同条第９項とする。

ただし，第７項に規定する場合の駐車許可証の廃棄にあつては，駐車許可証を当該駐車許

可証に係る電磁的記録を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル及びその者

の管理する電磁的記録媒体から消去しなければならない。

第８条第７項中「前項の駐車許可証」を「第６項の駐車許可証（前項に規定する場合にあつ

ては，当該駐車許可証を電子計算機の映像面，書面その他のものに表示したもの）」に改め，

同項を同条第８項とし，同条第６項の次に次の１項を加える。

７ 前項の駐車許可証の交付が電子情報処理組織を使用して行われた場合は，当該駐車許可証

の交付を受けた者は，次項の規定に基づく掲出を行う目的その他の正当な目的のために当該

駐車許可証の複製を作成するときであつて当該複製が当該駐車許可証の交付を受けた者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル又はその者の管理する電磁的記録媒体に記録され

るときを除き，当該駐車許可証に係る電磁的記録を複製し，又は複製させてはならない。

第13条第１項及び第２項中「２通」を「１通」に改める。

第13条第３項を次のように改める。

３ 前２項の選任の届出書には，当該安全運転管理者又は副安全運転管理者（以下「安全運転

管理者等」という。）に係る次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

安全運転管理者等の住民票の写し若しくはその複写，行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する

個人番号カード（表面のみ）の複写又は法第92条第１項に規定する運転免許証の複写。な

お，住民票の写しは，提出日時点で発行から３か月以内のものに限るものとする。

安全運転管理者にあつては，運転管理の実務経験が２年以上ある場合は運転管理経歴証

明書（様式第12号），運転管理の実務経験が２年に満たない場合は第17条第１項に規定す

る資格認定申請書

副安全運転管理者にあつては，運転管理の実務経験が１年以上ある場合は運転管理経歴

証明書（様式第12号）又は資格認定書の複写，運転管理の実務経験が１年に満たない場合

は資格認定申請書。ただし，自動車の運転の経験が３年以上の者として届ける場合は，運

鹿 児 島 県 公 報
令和７年12月５日（金）第675号の３

目 次

発 行 鹿 児 島 県

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

編 集 総 務 部 学 事 法 制 課

定例発行日（毎週火，金）

公 安 委 員 会 規 則

鹿 児 島 県 公 報 令和７年12月５日（金）第675号の３



- 2 -

転免許証の複写，運転経歴証明書の複写又は自動車安全運転センター法（昭和50年法律第

57号）第29条第１項第４号に規定する書面で，運転免許経歴の証明に関する事項を記載し

たもの又はその複写。なお，自動車安全運転センターが発行する運転免許経歴の証明に関

する事項を記載した書面は，提出日時点で発行から３か月以内のものに限るものとする。

現に自動車の運転免許を有する者にあつては，自動車安全運転センター法（昭和50年法

律第57号）第29条第１項第４号に規定する書面で，自動車安全運転センターへの申請日を

基準として過去３年間若しくは５年間の運転記録の証明に関する事項を記載したもの又は

その複写。なお，自動車安全運転センターが発行する運転記録の証明に関する事項を記載

した書面は，提出日時点で発行から３か月以内のものに限るものとする。

第13条第４項中「写し」を「複写」に改める。

第15条中「又は同条第２項」を削り，「変更に関する届出書（様式第14号）により」を「安

全運転管理者に関する届出書（様式第10号）１通を」に，「届け出」を「提出し」に改め，同

条第２号中「等」を削り，同条第４号を削り，同条に次の１項を加える。

２ 使用者は，第13条第２項の届出書の記載事項のうち，次の各号に掲げるいずれかの事項に

変更が生じたときは，変更を生じた日から15日以内に，副安全運転管理者に関する届出書

（様式第11号）１通を公安委員会に提出しなければならない。

使用者の氏名（法人にあつては，その名称及び代表者の氏名）

副安全運転管理者の氏名又は職務上の地位

自動車の使用の本拠の名称又は位置

第16条第１項中「様式第15号」を「様式第14号」に改める。

第17条を次のように改める。

（運転管理に関する資格認定）

第17条 使用者は，選任を届け出ようとする安全運転管理者について，府令第９条の９第１項

第２号の規定（以下「安全運転管理者の資格要件」という。）により，２年以上の運転管理の

実務経験を有する者と同等以上の能力があるとして，公安委員会の資格の認定を受けようと

するときは，資格認定申請書（様式第16号）を公安委員会に提出しなければならない。

２ 使用者は，選任を届け出ようとする副安全運転管理者について，府令第９条の９第２項第

２号の規定（以下「副安全運転管理者の資格要件」という。）により，１年以上の運転管理の

実務経験を有する者又は３年以上の運転経験を有する者と同等以上の能力がある者として，

公安委員会の資格の認定を受けようとするときは，資格認定申請書（様式第16号）を公安委

員会に提出しなければならない。

３ 公安委員会は，前２項により，資格認定申請の提出があつたときは，第１項による申請の

場合は安全運転管理者の資格要件，第２項による申請の場合は副安全運転管理者の資格要件

をそれぞれ満たす者であるか審査の上，これを認定するものとする。

第22条中第２項を第３項とし，同項の前に次の１項を加える。

２ 前項の指定申請書には，当該申請に係る次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

自動車検査証記録事項が記載された書面の複写，完成検査修了証の複写又は譲渡証明書

の複写

緊急自動車又は道路維持作業用自動車としての用途のために必要な特別の構造若しくは

装置の仕様を明らかにした書類等の複写

緊急自動車又は道路維持作業用自動車としての用途のために必要な特別の構造若しくは

装置の状況を明らかにした車両前面，後面及び両側面を撮影したカラー写真。なお，車体，

構造，装置等の長さを要件とするものについては，その長さを明らかにしなければならな

い。

委託又は協定に基づく場合には，委託契約の内容，協定の内容を明らかにした書面等の

複写

第23条中第２項を第３項とし，同項の前に次の１項を加える。

２ 前項の届出書には，当該申請に係る次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

自動車検査証記録事項が記載された書面の複写，完成検査修了証の複写又は譲渡証明書

の複写
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緊急自動車又は道路維持作業用自動車としての用途のために必要な特別の構造若しくは

装置の仕様を明らかにした書類等の複写

緊急自動車又は道路維持作業用自動車としての用途のために必要な特別の構造若しくは

装置の状況を明らかにした車両前面，後面及び両側面を撮影したカラー写真。なお，車体，

構造，装置等の長さを要件とするものについては，その長さを明らかにしなければならな

い。

第26条中「運転免許の条件変更等審査申請書」を「運転免許の条件変更等審査申請書兼審査

手数料収入証紙貼付書」に，「運転免許の条件変更等登録票」を「運転免許の条件変更等審査

申請書（登録票）」に改める。

第34条の２中「（交付・再交付）」を削る。

第34条の４中「運転経歴証明書交付等申請書（交付・再交付）（様式第34号）」を「運転経

歴証明書再交付申請書（様式第38号）」に改める。

別記様式第10号及び別記様式第11号を次のように改める。
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様式第10号（第13条の１及び第15条の１関係）

※ 整 理 番 号

（ ）

安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

年 月 日

鹿児島県公安委員会 殿

①届出者の氏名又は法人の

安全運転管理者を選任，解任 名称及び代表者の氏名
したので

届出記載事項（①・③・⑤・⑨）を変更 〒

お届けします。 住所

（電話 ）

② 選任年月日 年 月 日 ⑨ （ふりがな）

③ （ふりがな） 使
名 称

安全運転管理者

氏名 用

④ 生年月日

年 月 日（ 歳） の
位 置

資 格 (年 齢)

運 転 の 管 理 経 験 ３ 本

要 件 １ ２ 公安委員会 公安委員 １ 官公署 ２ 公社公団等 ３ 農業

２年以上 の教習修了者 拠 ４ 林業 ５ 漁業 ６ 鉱業 ７ 建設業

で１年以上 会の認定 ８ 製造業 ９ 卸・小売業 10 不動産業
業種別

⑤ １ 使用者 ２ 課長以上 ３ 係長 11 金融保険業 12 運輸業

職務上の地位 ４ 主任 ５ その他（ ） 13 電気ガス業 14 通信業

⑥ 15 サービス業 16 その他（ ）
免 許 の 種 類

安全運転管理者 ⑩ 乗 用 貨 物 大 小 大 普

が運転免許を持 自使 自 大中準普 大中準普 型 型 型 通
免 許 年 月 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 計

っている場合 動用 動 中 軽 中 軽 特 特 二 二

車の 車 型型型通 型型型通 殊 殊 輪 輪
免許証等番号

台本 台

⑦ 日勤 隔日 数拠 数
勤 務

安全運転管理者 その他（ ） ・に

の勤務の態様 副 安 全 運 転 運お ⑪ 免 大 中 準 普 大 大 普 小

管理者の有無 あり（ 名） なし 転け 運 許 型 型 通 特
中 自 自 計

⑧ 者る 転 種 一二一二 一二一二（

安 運 職務上の
勤務期間 勤務所名 業務内容 数 者 別 種種種種 型 種種種種 二 二 特

全 転 地位
数

運 管
自 ・ ・

転 理
至 ・ ・ ⑫ 解 任

管 に 年 月 日
自 ・ ・ 管前 年 月 日

理 関
至 ・ ・ 理安

者 す 氏 名
自 ・ ・ 者全

の る
至 ・ ・ 運 解 任 １ 死亡 ２ 退職 ３ 転任

略 経
自 ・ ・ 転 ４ 解任命令 ５ 減車

歴 歴
至 ・ ・ 事 由 ６ その他（ ）

)

備 考
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様式第11号（第13条の２及び第15条の２関係)

※ 整 理 番 号

（ ）

副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

年 月 日

鹿児島県公安委員会 殿

①届出者の氏名又は法人の

副安全運転管理者を選任，解任 名称及び代表者の氏名
したので

届出記載事項（①・③・⑤・⑨）を変更 〒

お届けします。 住所

（電話 ）

② 選任年月日 年 月 日 ⑨ （ふりがな）
名 称

③ （ふりがな） 使

副安全運転管理
位 置

者氏名 用

④ 生年月日
安全運転

年 月 日（ 歳） の
管理者の

資 格 (年 齢)
氏 名

１ ２ ３ 本

要 件 運転の管理経 運転の経験 公安委員会 １ 官公署 ２ 公社公団等 ３ 農業

験 期間 拠 ４ 林業 ５ 漁業 ６ 鉱業 ７ 建設業

１年以上 ３年以上 の認定 ８ 製造業 ９ 卸・小売業 10 不動産業
業種別

⑤ １ 使用者 ２課長以上 ３係長 11 金融保険業 12 運輸業

職務上の地位 ４ 主任 ５その他（ ） 13 電気ガス業 14 通信業

⑥ 15 サービス業 16 その他（ ）
免 許 の 種 類

副安全運転管理 ⑩ 乗 用 貨 物 大 小 大 普

者が運転免許を 自使 自 大中準普 大中準普 型 型 型 通
免 許 年 月 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 計

持っている場合 動用 動 中 軽 中 軽 特 特 二 二

車の 車 型型型通 型型型通 殊 殊 輪 輪
免許証等番号

台本 台

⑦ 日勤 隔日 数拠 数
勤 務

副安全運転管理 その他（ ） ・に

者の勤務の態様 他の副安全運転 運お ⑪ 免 大 中 準 普 大 大 普 小
あり（ 名） なし

管理者の有無 転け 運 許 型 型 通 特
中 自 自 計

⑧ 副 者る 転 種 一二一二 一二一二

(

運 職務上の
安 勤務期間 勤務所名 業務内容 数 者 別 種種種種 型 種種種種 二 二 特

転 地 位
全 数

管
運 自 ・ ・

理
転 至 ・ ・ ⑫ 解 任

に 年 月 日
管 自 ・ ・ 管前 年 月 日

関
理 至 ・ ・ 理副

す 氏 名
者 自 ・ ・ 者安

る
の 至 ・ ・ 全 解 任 １ 死亡 ２ 退職 ３ 転任

経
略 自 ・ ・ 運 ４ 解任命令 ５ 減車

歴
歴 至 ・ ・ 転 事 由 ６ その他（ ）

)

備 考
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別記様式第14号及び別記様式第15号を次のように改める。

様式第14号（第16条の１関係）

教 習 申 込 書

年 月 日

鹿児島県公安委員会 殿

住所

申請者

氏名

（電話 ）

道路交通法施行規則第９条の９第１項第２号に定める自動車の運転に関する教習を受

けたいので申請します。

自 動 車 の 位 置

使用の本拠 名 称

期 間 事業所名 業 種 職務上の地位 安全運転管理の具体的内容

～

～

経 歴
～

～

～

運転歴 通 算 年
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様式第15号（第16条の２関係）

教 習 修 了 証

第 号

住所

受講者

氏名

上記の者は，道路交通法施行規則第９条の９第１項第２号に定める自動車の運転に関

する教習を修了したことを証する。

年 月 日

鹿児島県公安委員会 印

別記様式第26号及び別記様式第26号の２を次のように改める。

様式第26号（第26条関係）

運転免許の条件変更等審査申請書 受験番号

兼審査手数料収入証紙貼付書

鹿児島県公安委員会 殿 年 月 日

氏 名

住 所 市・郡

兼 運 鹿児島県収入証紙貼付欄

審 転

査 免

手 許

数 の

料 条

収 件

入 変

証 更

紙 等

貼 審

付 査

書 申

請

書
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様式第26号の２（第26条関係）

運転免許の条件変更等審査申請書（登録票）

鹿児島県公安委員会 殿

フ リ ガ ナ 生年月日 年 月 日

自 宅
氏 名

携 帯 （ ） －

現 □ 運転免許証 （裏面記載事項）

に

受

け

て

い □ マイナ免許証

る

免

許

合 格 年 月 日 令和 年 月 日 免許証の記載事項の変更の有無 有 ・ 無

条 件 コ ー ド

＊ マイナ免許証の方は記入してください。

本 籍 ・ 国 籍

住 所 市・郡

免許情報記録の

有効期間の末日

免許情報記録の

番 号

免 許 の 種 類

免 許 の 条 件

注 太枠内のみ，楷書で記入してください。
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別記様式第34号を次のように改める。

様式第34号（第34条の２関係）

運転経歴証明書交付等申請書

鹿児島県公安委員会 殿

資料区分 サブコード
申請年月日 年 月 日

36 Ｂ９

フリガナ

氏 名

生年月日 年 月 日

写真貼付
住 所

（30×24mm）

運転経歴証明書・マイナ経歴証明
運転経歴証明書・マイナ経歴証明書

書のうち現に有するもの

手続終了後に希望する保有状況 運転経歴証明書・マイナ経歴証明書

備 考

マイナ経歴証明書の暗証番号 暗証番号を設定しません。

（４桁の数字） 氏名

マイナンバーカードの効力 有効 ・ 無効

免許証番号

免許情報記

録番号

申請取消日 年 月 日 登録番号

受 理 所 属 課・警察署・幹部派出所 受理者

敬老パス マイナンバーカード 住民票 郵便物
本人確認書類

領収書 契約書 その他（ ）
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別記様式第37号から別記様式第39号までを次のように改める。
様式第37号（第34条の３，第34条の６関係）

運転経歴証明書記載事項（運転経歴情報）変更届［登録票］（県内・県外）

鹿児島県公安委員会 殿 届出日 年 月 日

フリガナ 連絡先

届出者
氏 名 生年月日 年 月 日

フリガナ

氏 名
旧

住 所

変更した事項
フリガナ

氏 名
新

住 所

運転経歴証明書番号

マイナ経歴証明書記録番号

備 考

現在の保有形態 運転経歴証明書 ・ マイナ経歴証明書

運現

転に

経受

歴け

証て

明い

等る

区 分 住所 氏名 住所＋氏名 生年月日 その他
資料

県 内 51 52 53 50
区分

県 外 A1

記載事項変更 住民票 郵便物 領収書

確認書類種別 マイナンバーカード 車検証 契約書 （ ）

そ の 他

受理所属 署・所 取扱者 登録所属 登録日 登録者
処理内容 登録

記入欄 受理番号 処理

鹿 児 島 県 公 報 令和７年12月５日（金）第675号の３
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様式第38号（第34条の４関係）

運転経歴証明書再交付申請書

鹿児島県公安委員会 殿

資料区分 サブコード
申請年月日 年 月 日

36 Ｂ９

フリガナ

氏 名

生年月日 年 月 日

写真貼付
住 所

（30×24mm）

再交付を申請

する理由

記載事項変更
有 ・ 無

の有無

備 考

運転経歴証明

書の番号

受 理 所 属 課・警察署・幹部派出所 受理者

敬老パス マイナンバーカード 住民票 郵便物
本人確認書類

領収書 契約書 その他（ ）

様式第39号 削除

附 則

１ この規則は，令和７年12月15日から施行する。

２ この規則の施行の際現に改正前の鹿児島県道路交通法施行細則別記様式第34号により作成

されている用紙は，当面の間，必要な調整をして使用することができる。


